
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

掲載している行事などは、新型コロナウイルス感染症の
状況によっては中止・延期する可能性があります。

防
災
行
政
無
線
で
放
送
し
た
内
容
を
、
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。

０
１
２
０（
１
３
１
）９
９
４ 

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル「
ボ
ウ
サ
イ
キ
ク
ヨ
」で
覚
え
て
く
だ
さ
い
。

�

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課
情
報
防
災
係 （
32
）３
１
１
１

防災行政無線
専用ダイヤル

要
介
護
１
～
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

65
歳
以
上
の
皆
さ
ま
と
ご
家
族
さ
ま
へ

「
も
し
か
し
て
？
」

　
　
　
た
め
ら
わ
な
い
で
！　
１いち
は
や
く

８
９

（
令
和
4
年
度「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」最
優
秀
標
語
）

歯
科
口
腔
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

～
後
期
高
齢
者
歯
科
口
腔
健
診
～

　
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
を
ご

存
じ
で
す
か
。

　
認
定
基
準
を
満
た
し
、
認
定
を

受
け
た
方
は
、
税
法
上
の
障
害
者

控
除
対
象
者
と
み
な
し
、
所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
控
除
を
受
け
る
に
は
、
申
請
の

上
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

１
．
認
定
基
準

　
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
方
で
、

要
介
護
認
定
を
受
け
、
次
の
基
準

に
該
当
す
る
方
が
対
象
で
す
。

　
状
態
に
よ
り
障
が
い
者
ま
た
は

特
別
障
が
い
者
の
区
分
に
分
け
ら

れ
、
控
除
額
が
異
な
り
ま
す
。

【
障
が
い
者
】

・
認
知
度
Ⅱ
ａ
、Ⅱ
ｂ
、Ⅲ
ａ
も
し

く
は
自
立
度
Ａ
１
、Ａ
２
、Ｂ
１

の
方

【
特
別
障
が
い
者
】

・
認
知
度
Ⅲ
ｂ
よ
り
重
度
も
し
く

は
自
立
度
Ｂ
２
よ
り
重
度
の
方

＊
認
知
度
と
自
立
度
の
ラ
ン
ク
は

介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
お

　
児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
対
応

件
数
は
依
然
と
し
て
増
加
し
て
お

り
、
子
ど
も
の
生
命
が
奪
わ
れ
る

な
ど
重
大
な
事
件
も
後
を
絶
た
な

い
状
況
で
す
。
児
童
虐
待
問
題
は

社
会
全
体
で
解
決
す
べ
き
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子

ど
も
を
発
見
し
た
場
合
は
、
法
律

に
よ
り
、
速
や
か
に
児
童
相
談
所

へ
通
報
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
子
ど
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

地
域
づ
く
り
の
た
め
、
地
域
の
皆

さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ

ル「
1
8
9（
い
ち
は
や
く
）」に

電
話
を
か
け
る
と
発
信
し
た
電

話
の
市
内
局
番
等
か
ら（
携
帯
電

話
等
か
ら
の
発
信
は
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
を
通
じ
て
）当
該
地
域
を
特

定
し
、
管
轄
の
児
童
相
談
所
に
電

話
が
転
送
さ
れ
ま
す
。　

児
童
虐
待
と
は

◦
身
体
的
虐
待

　

殴
る
、蹴
る
、投
げ
落
と
す
、

激
し
く
揺
さ
ぶ
る
、や
け
ど
を

負
わ
せ
る
、溺
れ
さ
せ
る
な
ど

◦
性
的
虐
待

　
子
ど
も
へ
の
性
的
行
為
、
性

11
月
は

「
児
童
虐
待
防
止
月
間
」で
す

　
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
高
齢
者
の
健
康
づ
く

り
事
業
と
し
て
歯
科
口
腔
健
診
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

対
象
者

⑴
昭
和
21
年
４
月
１
日
～
昭
和
22

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方

⑵
昭
和
17
年
４
月
１
日
～
昭
和
21

年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
方
の
う

ち
、
直
近
で
生
活
習
慣
病
に
係

る
受
診
を
さ
れ
た
経
歴
が
あ

り
、
か
つ
、
令
和
３
年
度
に
歯

科
医
療
の
受
診
が
無
か
っ
た
方

※
６
月
下
旬
に
対
象
者
に
対
し
、

案
内
通
知
と
受
診
券
を
送
付
し

て
い
ま
す
。

健
診
期
間

　
12
月
30
日（
金
）ま
で

　
健
診
費
用

　
無
料

※
健
診
に
よ
り
治
療
が
必
要
な
場

合
は
、
そ
の
治
療
費
は
自
己
負

担
に
な
り
ま
す
。

　
佐
久
地
域
の
健
康
づ
く
り
の
推

進
を
図
る
た
め
、
健
康
を
テ
ー
マ

に
し
た
川
柳
を
募
集
し
ま
す
。
健

康
に
つ
い
て
心
が
け
て
い
る
こ
と
、

皆
さ
ん
に
よ
び
か
け
た
い
こ
と
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
健
康
に
ま
つ
わ

る
こ
と
を
募
集
し
ま
す
。

　
減
塩
や
野
菜
の
摂
取
な
ど
食
生

活
、
体
を
動
か
す
こ
と
や
歩
く
こ

と
な
ど
の
運
動
、
フ
レ
イ
ル
予
防
、

生
活
習
慣
病
予
防
な
ど
の
応
募
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
五
七
五
で

健
康
へ
の
思
い
を
川
柳
で
綴
っ
て

み
ま
せ
ん
か
。

応
募
資
格

　
原
則
と
し
て
長
野
県
内
に
居
住
、

通
勤
、
通
学
し
て
い
る
方（
年
齢

は
問
い
ま
せ
ん
）

応
募
期
間

　
10
月
11
日（
火
）～11

月
30
日（
水
）

　
な
お
郵
送
の
場
合
、
11
月
30
日

（
水
）の
消
印
有
効
。

応
募
方
法

　
な
が
の
電
子
申
請
、
郵
送
ま
た

は
F
A
X
に
よ
り
応
募
く
だ
さ

い
。

電
子
申
請
の
場
合

　

次
の
U
R
L
か
ら
必
要
事
項

を
記
入
し
、
応
募
く
だ
さ
い
。

　
献
血
は
一
人
ひ
と
り
の
善
意
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
輸
血
医
療
は
代
わ
り
得
る
も
の

が
な
く
、
生
命
を
救
う
唯
一
の
手

段
が
献
血
で
す
。
血
液
だ
け
は
人

工
的
に
造
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

病
気
や
け
が
で
輸
血
を
必
要
と
す

る
方
の
た
め
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　
11
月
17
日（
木
）

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30 

分

場
所　
保
健
セ
ン
タ
ー

（
役
場
１
階
東
玄
関
側
）

持
ち
物　
献
血
カ
ー
ド

　
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
は

運
転
免
許
証
な
ど
ご
本
人
を
確
認

で
き
る
も
の
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

※
今
回
は
、

４００
㎖
献
血（
体
重
50

㎏
以
上
の
方
）の
み
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

※
献
血
に
お
出
か
け
い
た
だ
い

て
も
、
当
日
の
健
康
状
態
に

よ
っ
て
は
献
血
い
た
だ
け
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染　
　

症
対
策
と
し
て
、
マ
ス
ク
の
着

用
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

発
熱
や
咳
な
ど
の
風
邪
症
状
が

あ
る
方
は
、
献
血
を
控
え
て
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
32
）２
５
５
４

11月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

納 期 限

1130
水
曜
日

◦保育料（11月分）
◦町営住宅使用料（11月分）
◦上水道使用料（11月期分）
　  大口10月使用分

◦下水道使用料（11月期分）
　  大口10月使用分

◦固定資産税（4期分）
◦国民健康保険税（6期分）
◦後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　 （5期分）
◦介護保険料（5期分）

よ
び
認
定
調
査
票
を
確
認
し
、

差
異
が
あ
る
場
合
は
要
介
護

１
～
３
を
障
が
い
者
、要
介
護

４
・
５
を
特
別
障
が
い
者
と
し

ま
す
。

２
．
申
請
方
法

①
昨
年
度
ま
で
に
す
で
に
認
定
を

受
け
て
い
る
方

　
認
定
書
に
有
効
期
限
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
介
護
度
や
心
身
の
状

況
に
変
更
が
な
い
限
り
毎
年
有
効

で
す
。

　
た
だ
し
、
介
護
度
の
変
更
や
心

身
の
状
況
に
よ
り
区
分
が
変
更
と

な
る
場
合
は
、
再
度
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
の
交
付
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

②
ま
だ
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方

　
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の

交
付
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
後
、

「
１
．
認
定
基
準
」に
該
当
す
る
か

確
認
し
、
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。

審
査
に
よ
り
該
当
し
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

（
31
）２
５
１
２

的
行
為
を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ
の

被
写
体
に
す
る
な
ど

◦
ネ
グ
レ
ク
ト

　
家
に
閉
じ
込
め
る
、
食
事
を

与
え
な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
に
す

る
、
自
動
車
の
中
に
放
置
す

る
、
重
い
病
気
に
な
っ
て
も
病

院
に
連
れ
て
行
か
な
い
な
ど

◦
心
理
的
虐
待

　

言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
視
、

き
ょ
う
だ
い
間
で
の
差
別
的
扱

い
、
子
ど
も
の
目
の
前
で
家
族

に
対
し
て
暴
力
を
振
る
う（
ド

メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン

ス
）な
ど

　
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子

ど
も
を
見
か
け
た
場
合
や
子
育
て

に
悩
ん
で
い
る
親
御
さ
ん
が
い
た

場
合
は
、
児
童
相
談
所
や
町
保
健

福
祉
課
福
祉
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
連
絡
は
匿
名
で
行
え
ま
す
。

連
絡
者
や
内
容
に
関
す
る
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
。

児
童
相
談
所

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

0
5
7
0（
0
6
4
）0
0
0

　
佐
久
児
童
相
談
所

0
2
6
7（
67
）3
4
3
7

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2

対
象
医
療
機
関

　
県
歯
科
医
師
会
所
属
の
歯
科
医

院（
一
部
病
院
を
除
く
）

※
対
象
医
療
機
関
の
確
認
は
、
お

電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

予
約
方
法

　
対
象
医
療
機
関
へ
直
接
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。

受
診
時
に
必
要
な
も
の

　
受
診
券

　
被
保
険
者
証

　
お
薬
手
帳（
無
い
場
合
は
不
要
）

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合　
保
健
事
業
室

０
２
６（
２
２
９
）５
３
２
０

「
ぴ
ん
ぴ
ん
も
ぐ
も
ぐ
」健
や
か
佐
久
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

健
康
川
柳
募
集

献
血
に
ご
協
力
を
！

https://s-kantan.jp/pref-
nagano-u/offer/offerList_
detail.action?tem

pSeq=24167

郵
送
・
F
A
X
の
場
合

　
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
送
り

く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
佐
久
保
健
福
祉
事

務
所
健
康
づ
く
り
支
援
課
で
入

手
で
き
る
他
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

審
査
お
よ
び
発
表　
佐
久
地
域
食

育
推
進
連
絡
会
議
お
よ
び
さ
く
っ

と「
ず
く
出
す
」ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
議
構
成
団
体
に
お
い
て
審
査
し

ま
す
。

　
最
優
秀
賞
1
点
、
優
秀
賞
3
点
、

佳
作
5
点
を
選
定
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
〒
3
8
5
︲
8
5
3
3

　
佐
久
市
跡
部
65
︲
1

　
佐
久
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
健
康
づ
く
り
支
援
課

　
健
康
川
柳
係

T
E
L 

０
２
６
７（
63
）３
１
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
２
６
７（
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）３
２
２
１
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